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○入会の手続き 
「会員入会申込書」はホームページからダウンロードまたは FAX から取寄せ 

 

注）次に該当する方は入会できません。 

・６ヵ月未満の期間を定めて雇用されている方 

・季節的業務に雇用されている方 

・入会時において、入院加療中の方 

 

注）サービスの開始は次のとおりです。 

・慶弔見舞給付金は、入会月の翌月から発生した事由が対

象になります。ただし、2017 年 4 月以降発生した事

由は入会月を含む在会月数が同一事業所で 6 ヵ月を越

えた後、申請できます。 

・慶弔見舞給付金以外のサービスは、入会した日からご

利用が可能です。 

 

１．窓口での手続きの場合 
①「会員入会申込書」に記入の上、入会金・会費を添え

て事務局までご提出ください。 

  ↓ 

②ご提出（支払日）が入会日となります。会員証、会報

誌をお渡しします。 

 

２．窓口以外での手続きの場合(送付・振込) 
①「会員入会申込書」にご記入の上、郵送または FAX

にて送付してください。 

◆当月中の入会を希望される場合 

当月中にご入金が可能であれば、受付可能です。 

（20 日頃までに書類が届きますようお願いします。） 

 ◆翌月からの入会を希望される場合 

  書類送付時、ご指定ください。 

  ↓ 

②入会金・会費の請求書（振込用紙）を郵送します。 

（翌月入会分は当月末郵送） 

↓ 

③入金日が入会日となりますので、入会希望月中にご入

金ください。（振込用紙使用可能場所と振込手数料：八千代銀行町

田市内各支店窓口は手数料無料/コンビニエンスストアは手数料無料

/ゆうちょ銀行は手数料有料） 

↓ 

④ご入金確認後、会員証、会報誌を送付します。 

 

○退会の手続き 
「退会届」はホームページからダウンロードまたは FAX から取寄せ 

 

注）3ヵ月毎の期（右記表）の途中で退会されても、会費

は返金できません。 

 

注）会費の残存期間があっても、退会日後は全てのサービ

スを受けられません。 

 （在会中発生した本人死亡以外の給付金申請は、退会前

にご申請ください。詳しくはお問合せください。） 

 

注）会費の未納がある場合、退会はできません。 

 

①「退会届」を窓口でご提出、または郵送あるいは FAX に

て送付してください。 

↓ 

②「退会届」を受理した日が退会日となります。 

◆月末付け等で退会予定者がいる場合、退会日を指定い

ただければ、事前にご提出いただいて結構です。（ご提

出より前の退会日を指定することはできません。） 

○入会金・会費  
・入会金（1 人あたり）300 円 

・会 費（1 人あたり） 

事業所会員：1 期（3 ヵ月）1500 円 
１ヵ月あたり 500 円 

個人
１ 人 で

会員
加 入

 ：1 期（3 ヵ月）2100 円 
１ヵ月あたり 700 円 

注）事業所が負担した入会金・会費は税法上、必要経費・

損金として処理できます。 

 

○会費の請求  
１．入会時の入会金・会費 

入会金と 3 ヵ月毎の期（下記表）の中の月割り会費をご

請求します。 
(例)11 月に 4 名入会の場合、入会時に会費は２ヵ月分（11 月

～12 月分）必要となり、請求は次のとおりになります。 

入会金 300 円×4 名＝1,200 円 

会  費 500 円×2 ヵ月×4 名＝4,000 円 

 

＜重要＞期の途中退会者分の会費引き継ぎ 
3 ヵ月毎の期（下記表）の途中で会員が退会されても、

会費は返金できません。ただし、同一事業所で退会者の

会費残存期間中に入会者がいる場合、その入会日以降の

会費は、新入会者分として引き継ぐことができます。（入

会の際に必要な会費のうち、退会人数分の会費を相殺し

てご請求します。） 

◆退会者の会費残存期間中に入会金のご入金が可能な

場合に限ります。 

◆会費残存期間が複数月あっても、相殺できる会費は入

会者があった入会月以降分のみになります。 

(例)4月に 1名退会したのち、6月に 4名入会する場合、

入会時に会費は 1ヵ月分（6月分）を 3名分必要となり

ます。退会者の会費残存期間であった 5 月会費で入

会者の 6 月会費を相殺することはできません。請求

は次のとおりになります。 
入会金 300 円×4 名＝1,200 円 

会  費 500 円×1 ヵ月×3 名(4 名－1 名)＝1,500 円 

 

２．継続加入の会費 
起算日の会員人数で３ヵ月毎（１期）に、ご登録の口座

から自動振替にて前納していただきます。 

★2017 年 4 月から振替日が 20 日になりました。(旧:13 日) 

 対象月 起算日 口座振替日 

第１期 4.5.6 3月 31日  4月 20日  

第２期 7.8.9 6月 30日  7月 20日  

第３期 10.11.12 9月 30日  10 月 20日  

第４期 1.2.3 12 月 31日  1月 20日  

注）起算日当日の退会者を除く 

注）振替日が金融機関休業日の場合は、翌営業日振替 

注）通帳摘要欄印字“MHF）サルビアタウン” 

 

３．会費滞納された場合のご注意 
会費を滞納されますと一切のサービスが停止され、２期

分を滞納されますと事業所退会となる場合がございま

す。 

 

 

加入済事業所 事務担当者様向け 事務の手引き 


